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第 2 回定例会                    議案第 38 号 

 

安芸高田市まち・ひと・しごと創生基金条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 8 年 6 月 11 日 

 

安芸高田市長 藤本 悦志 

 

安芸高田市まち・ひと・しごと創生基金条例の一部を改正する条例 

 

安芸高田市まち・ひと・しごと創生基金条例(令和 2 年条例第 27 号)の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分(以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」とい

う。)については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

第 1 条 (略) 第 1 条 (略) 

  

(積立て) (積立て) 

第 2 条 基金は、次の各号により積み立てる。 第 2 条 基金は、次の各号により積み立てる。 
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(1) 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び租税特別措置法(昭和 32 年

法律第 26 号)に基づき、地域再生法(平成 17 年法律第 24 号)第 5 条第

15 項の規定により認可された地域再生計画(第 2 期安芸高田市の未来に

つなげるプロジェクト)(以下「地域再生計画」という。)に対してなさ

れた寄附 

(1) 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び租税特別措置法(昭和 32 年

法律第 26 号)に基づき、地域再生法(平成 17 年法律第 24 号)第 5 条第

15 項の規定により認可された地域再生計画(     安芸高田市の未来に

つなげるプロジェクト)(以下「地域再生計画」という。)に対してなさ

れた寄附 

(2)及び(3) (略) (2)及び(3) (略) 

  

第 3 条から第 5 条まで (略) 第 3 条から第 5 条まで (略) 

  

(処分) (処分) 

第 6 条 基金は、地域再生計画に定める次の各号に掲げる事業に要する費

用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

第 6 条 基金は、地域再生計画に定める次の各号に掲げる事業に要する費

用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

(1) 若者に選ばれるまちづくり事業      (1) 安心して住み続けられる環境をつくる事業 

(2) 第 2 のふるさとづくり事業 (2) 人をつなげる事業     

(3) 帰ってきたくなる学びのまちづくり事業     (3) ここにしかない歴史・文化を未来につなげる事業 

(4) 自助・互助・共助・公助のまちづくり事業 (4) 循環の「環」をつなげる事業       

  

第 7 条及び第 8 条 (略) 第 7 条及び第 8 条 (略) 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和 8 年 4 月 1 日から適用する。 


